
亀山市告示第３７号  

亀山市民間保育所障がい児保育環境改善事業費補助金交付要綱の

一部を改正する告示を次のように定める。  

  平成２９年３月１０日  

         亀山市長 櫻井 義之  

 

亀山市民間保育所障がい児保育環境改善事業費補助金交付要

綱の一部を改正する告示  

 

亀山市民間保育所障がい児保育環境改善事業費補助金交付要綱（平

成２６年亀山市告示第１２３号）の一部を次のように改正する。  

題名を次のように改める。  

亀山市民間保育所等障がい児保育環境改善事業費補助金交付

要綱  

第１条中「民間保育所」を「民間保育所等」に改める。  

第２条第１項中「民間保育所」を「民間保育所等」に、「第３５

条第４項の規定により国、三重県及び市以外の者が市内に設置した

保育所」を「第３９条第１項に規定する保育所、就学前の子どもに

関する教育、保育等の総合的な提供の推進 に関する法律（平成１８

年法律第７７号）第２条第６項に規定する認定こども園及び児童福

祉法第６条の３第１０項に規定する小規模保育事業を行う事業所の

うち、国、都道府県及び市町村（特別区を含む。）以外の者が市内

に設置したもの」に改め、同条第２項中「民間保育所に入所してい

る又は」を削り、「若しくは」を「又は」に、「民間保育所」を「民

間保育所等」に改める。  

第３条中「亀山市民間保育所障がい児保育環境改善事業費補助金」

を「亀山市民間保育所等障がい児保育環境改善事業費補助金」に改

める。  

第４条中「障がい児環境改善事業費補助金交付要領」を「障がい

児保育環境改善事業費補助金交付要領」に、「障がい児環境改善事



業」を「障がい児保育環境改善事業」に、「民間保育所」を「民間

保育所等」に改める。  

第５条及び第６条中「民間保育所」を「民間保育所等」に改める。  

様式第１号及び様式第２号中「保育所名」を「民間保育所等の名

称」に改める。  

附 則  

この告示は、公表の日から施行し、改正後の亀山市民間保育所障

がい児保育環境改善事業費補助金交付要綱の規定は、平成２８年度

分の補助金の交付から適用する。  


